
※牛の肝臓又は豚の食肉（内臓を含む）は、「中心部まで
　十分な加熱を要する」等の情報の掲示等を行う必要が
　あります。

※筋切り処理等をした食肉は、「処理を行った旨」及び「飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要
　する旨」の表示が必要です。
※牛の肝臓又は豚の食肉（内臓を含む）は、「中心部まで十分な加熱を要する」等の情報の掲示等を行う必要が
　あります。
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（詳しくは、中国四国農政局米穀流通・食品表示
監視課　TEL:086-224-4511（代）にお問い合わせください。）


